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(57)【要約】
【課題】エミッション、特にＮＯｘのエミッションを低
減し且つより高い燃焼温度を可能にした、ガスタービン
の下流側燃料及び空気噴射方法を提供すること。
【解決手段】ガスタービンで使用する方法が提供される
。本方法は、各々が互いに軸方向に間隔を置いて配置さ
れた第１段及び第２段からなる２つの噴射段を含む下流
側噴射システムを内部流路内に構成するステップと、（
ａ）ある作動モード中に第１段の直ぐ上流側で生じた予
測燃焼流の特性と、（ｂ）第１段及び第２段からの空気
及び燃料の噴射の予測される作用が与えられたときに、
第２段の直ぐ上流側の予測燃焼流の特性と、に基づいて
、第１段及び第２段の噴射装置を円周方向に位置付ける
ステップと、を含む。
【選択図】　　　図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タービンに結合されて共に内部流路を定める燃焼器を備えたガスタービンエンジンにお
いて使用する方法であって、前記内部流路が、前記燃焼器の前方端部に位置付けられた一
次空気及び燃料噴射システムから、前記タービンに前記燃焼器を接続する接合部を通って
前記タービンのステータブレードの少なくとも１つの列を通り長手方向軸線の周りで後方
に延びており、
前記方法が、
　第１段及び第２段からなる２つの噴射段を含む下流側噴射システムを前記内部流路内に
構成するステップを含み、
前記第１段及び第２段が各々、前記第１段が前記一次空気及び燃料噴射システムの後方の
軸方向位置を有し且つ前記第２段が前記第１段の後方の軸方向位置を有するように前記長
手方向軸線に沿って軸方向に間隔を置いて配置され、前記第１段及び第２段の各々が、前
記内部流路を通って空気及び燃料を燃焼流内に噴射するように各々が構成された複数の噴
射装置を含み、
前記方法が更に、
　（ａ）ある作動モード中に前記第１段の直ぐ上流側で生じた予測燃焼流の特性と、（ｂ
）前記第１段及び第２段からの前記空気及び燃料の噴射の予測される作用が与えられたと
きに、前記第２段の直ぐ上流側の予測燃焼流の特性と、に基づいて、前記第１段及び第２
段の噴射装置を円周方向に位置付けるステップを含む、方法。
【請求項２】
　前記第１段の噴射装置を円周方向に位置付けるステップが、前記一次空気及び燃料噴射
システムの構成が与えられたときに、前記作動モード中の前記第１段の直ぐ上流側の前記
予測燃焼流の特性に基づいており、前記第２段の噴射装置を円周方向に位置付けるステッ
プが、前記第１段の噴射装置の円周方向配置が与えられたときに、前記第２段の直ぐ上流
側の前記予測燃焼流の特性に基づいている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１段が、前記燃焼器内の前記内部流路の長手方向中間点の後方に位置付けられ、
前記方法が更に、作動中に前記第１段及び第２段の噴射装置の各々から空気及び燃料を噴
射するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記特性が反応物分布を含み、前記噴射装置を円周方向に位置付けるステップが、前記
反応物分布のより優れた均一性に向けた前記燃焼流の最適化に基づいている、請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
　前記特性が温度プロファイルを含み、前記噴射装置を円周方向に位置付けるステップが
、前記温度プロファイルのより優れた均一性に向けた前記燃焼流の最適化に基づいている
、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記特性がＣＯ分布を含み、前記噴射装置を円周方向に位置付けるステップが、前記Ｃ
Ｏ分布のより優れた均一性に向けた前記燃焼流の最適化に基づいている、請求項３に記載
の方法。
【請求項７】
　前記特性がＵＨＣ分布を含み、前記噴射装置を円周方向に位置付けるステップが、前記
ＵＨＣ分布のより優れた均一性に向けた前記燃焼流の最適化に基づいている、請求項３に
記載の方法。
【請求項８】
　前記特性がＮＯｘ分布を含み、前記噴射装置を円周方向に位置付けるステップが、前記
ＮＯｘ分布のより優れた均一性に向けた前記燃焼流の最適化に基づいている、請求項３に
記載の方法。
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【請求項９】
　前記特性が、前記燃焼流内の流れ特性の断面分布を含み、前記第１段及び第２段の噴射
装置の円周方向配置が、前記流れ特性の断面分布を前記第２段の下流側でより均一にする
ことに基づいている、請求項３に記載の方法。
【請求項１０】
　前記流れ特性が、反応物分布、温度プロファイル、ＣＯ分布、ＵＨＣ分布、及びＮＯｘ
分布のうちの少なくとも２つを含む、請求項９に記載のガスタービン。
【請求項１１】
　第１の滞留時間が、前記作動モード中に前記燃焼流が内部流路を通って前記一次空気及
び燃料噴射システムから前記下流側噴射システムの第１段まで移動する時間を含み、
前記方法が更に、前記第１の滞留時間が少なくとも６ミリ秒（ｍｓ）を含むように、前記
第１段を前記一次空気及び燃料噴射システムの後方の距離で軸方向に位置付けるステップ
を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項１２】
　第２の滞留時間が、前記作動モード中に前記燃焼流が内部流路を通って前記第２段から
燃焼器端部平面まで移動する時間を含み、
前記方法が更に、前記第２の滞留時間が少なくとも２ミリ秒未満であるように、前記第２
段を前記燃焼器端部平面から前方の距離で軸方向に位置付けるステップを含む、請求項３
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１段及び第２段の各々における前記複数の噴射装置の各々が、前記内部流路の長
手方向軸線にほぼ垂直に各々整列された共通の噴射平面上に位置付けられ、前記第１段及
び第２段の各々が、３～１０個の噴射装置を含み、前記噴射装置を円周方向に位置付ける
ステップが、前記第２段の噴射装置に対して前記第１段の噴射装置を円周方向に互い違い
に配置するステップを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１段及び第２段の各噴射装置が、作動時に、内部流路を通る流れの主方向に対し
垂直な基準線に対して＋３０°～－３０°の間の方向で空気及び燃料を噴射するように前
記噴射装置を配向するステップと、
　前記第１段を３～６個の噴射装置を有するように構成するステップと、
　前記第２段を５～１０個の噴射装置を有するように構成するステップと、
を更に含む、請求項３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１段から噴射された空気及び燃料が、前記第２段から噴射された空気及び燃料よ
りも多く前記内部通路を通って前記予測燃焼流を貫通するように、前記第１段及び第２段
の噴射装置を構成するステップを更に含み、前記第２段が、前記第１段よりも前記内部流
路の周りに位置付けられた噴射装置をより多く含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１段の噴射装置の円周方向の位置付けが、前記第１段の下流側の燃焼流における
反応物の混合及び温度の均一性を高めるように、前記一次空気及び燃料噴射システムから
の予想される燃焼流に基づいて前記内部流路の所定領域を貫通することに基づき、前記第
２段の噴射装置の円周方向の位置付けが、前記第１段の噴射装置の円周方向配置を補完す
ることに基づいている、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記一次空気及び燃料噴射システム並びに前記下流側噴射システムの第１段及び第２段
が、総供給燃料のうち、前記一次空気及び燃料噴射システムに送給される６０％～７５％
、前記第１段に送給される２０％～３０％、及び前記第２段に送給される２％～１０％の
割合が作動中に各々に送給され、前記一次空気及び燃料噴射システム並びに前記下流側噴
射システムの第１段及び第２段が、総燃焼器供給空気のうち、前記一次空気及び燃料噴射
システムに送給される７５％～８５％、前記第１段に送給される１５％～２５％、前記第
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２段に送給される１％～５％の割合が作動中に各々に送給される、請求項３に記載の方法
。
【請求項１８】
　前記内部流路が、前記一次空気及び燃料噴射システムの直ぐ後方で周囲のライナによっ
て定められる一次燃焼ゾーンを含み、前記内部流路が、前記ライナの直ぐ後方で周囲の移
行部品によって定められる移行ゾーンを含み、前記移行部品が、前記一次燃焼ゾーンを前
記タービンの入口に流体結合すると共に、前記移行部品を通して前記ライナのほぼ円筒断
面領域から前記タービンの入口の環状断面領域に流れを移行させるよう構成され、前記移
行部品が、前記燃焼器と前記タービンの入口との間の接合部を形成する後方フレームを含
み、前記下流側噴射システムの第１段が前記移行ゾーン内に位置付けられ、前記下流側噴
射システムの第２段が前記後方フレーム内に位置付けられる、請求項３に記載の方法。
【請求項１９】
　タービンに結合されて共に内部流路を定める燃焼器を備えたガスタービンエンジンにお
いて使用する方法であって、前記内部流路が、前記燃焼器の前方端部に位置付けられた一
次空気及び燃料噴射システムから、前記タービンに前記燃焼器を接続する接合部を通って
前記タービンのステータブレードの少なくとも１つの列を通り長手方向軸線の周りで後方
に延びており、
前記方法が、
　第１段、第２段、及び第３段からなる３つの軸方向に間隔を置いて配置された噴射段を
含む下流側噴射システムを前記内部流路内に構成するステップを含み、
前記第１段が前記一次空気及び燃料噴射システムの後方に位置付けられ、前記第２段が前
記第１段の後方に位置付けられ、前記第３段が前記第２段の後方に位置付けられ、前記第
１段、第２段、及び第３段の各々が、前記内部流路を通って空気及び燃料を燃焼流内に噴
射するように各々が構成された複数の噴射装置を含み、
前記方法が更に、
　（ａ）ある作動モード中に前記第１段の直ぐ上流側で生じた予測燃焼流の特性と、（ｂ
）前記第１段、前記第２段、及び前記第３段からの前記空気及び燃料の噴射の予測される
作用が与えられたときに、前記第３段の直ぐ上流側の予測燃焼流の特性と、に基づいて、
前記第１段、前記第２段、及び前記第３段の噴射装置を円周方向に位置付けるステップを
含む、方法。
【請求項２０】
　前記第１段の噴射装置を円周方向に位置付けるステップが、前記作動モード中の前記第
１段の直ぐ上流側の前記予測燃焼流の特性に基づいており、前記第２段の噴射装置を円周
方向に位置付けるステップが、前記作動モード中の前記第２段の直ぐ上流側の前記予測燃
焼流の特性に基づいており、前記第３段の噴射装置を円周方向に位置付けるステップが、
前記作動モード中の前記第３段の直ぐ上流側の前記予測燃焼流の特性に基づいている、請
求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記特性が、反応物分布、温度プロファイル、ＣＯ分布、ＵＨＣ分布、及びＮＯｘ分布
のうちの少なくとも１つを含む、請求項２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、全体的に、燃焼又はガスタービンエンジン（以下「ガスタービン」）におけ
る燃焼システムに関する。より具体的には、限定ではないが、本出願は、ガスタービンの
燃焼システムにおける空気及び燃料の下流側又は遅延噴射に関連する新規の方法、システ
ム、及び装置を記載している。
【背景技術】
【０００２】
　ガスタービンの効率は、新しい技術によりエンジンサイズが増大し作動温度がより高く
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することができたことで、過去数十年にわたり大幅に向上した。より高い作動温度を可能
にした１つの技術的基盤は、高温ガス経路内の構成要素を冷却するために新規の革新的な
熱伝達技術が導入されたことであった。加えて、新規の材料が燃焼器内の高温性能の向上
を可能にした。
【０００３】
　しかしながら、この期間の間、エンジン作動中に特定の汚染物質が放出されるレベルを
制限する新しい基準が制定された。具体的には、ＮＯｘ、ＣＯ、及びＵＨＣのエミッショ
ンレベルは全てエンジンの作動温度の影響を受け易く、これらのレベルが厳重に規制され
ている。このうち、ＮＯｘのエミッションレベルは特に、エンジン燃焼温度が高くなる程
エミッションレベルが増大し易く、従って、温度がどれほど上昇する可能性があるかに関
して大きく制限される。作動温度の上昇はエンジン効率の向上と一致するので、上記のこ
とはエンジン効率の向上の妨げとなる。つまり、燃焼器の作動は、ガスタービン作動効率
に関して大きく制限される。
【０００４】
　結果として、最新の燃焼器設計技術の主たる目的は、より高温でエンジンを燃焼し、及
びひいてはより高い圧力比サイクル及び高いエンジン効率を有することができるように、
これら高い作動温度での燃焼器主導のエミッションレベルを低減した構成を開発すること
である。従って、理解されるように、エミッション、特にＮＯｘのエミッションを低減し
且つより高い燃焼温度を可能にした新規の燃焼システム設計が、商業上特に求められてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第８，１１２，２１６号明細書
【発明の概要】
【０００６】
　従って、本出願は、タービンに結合されて共に内部流路を定める燃焼器を備え、該内部
流路が、燃焼器の前方端部に位置付けられた一次空気及び燃料噴射システムから、タービ
ンに燃焼器を接続する接合部を通ってタービンのステータブレードの少なくとも１つの列
を通り長手方向軸線の周りで後方に延びている、ガスタービンエンジンにおいて使用する
方法を記載している。本方法は、第１段及び第２段からなる２つの噴射段を含む下流側噴
射システムを内部流路内に構成するステップを含み、第１段及び第２段が各々、第１段が
一次空気及び燃料噴射システムの後方の軸方向位置を有し且つ第２段が第１段の後方の軸
方向位置を有するように長手方向軸線に沿って軸方向に間隔を置いて配置され、第１段及
び第２段の各々が、内部流路を通って空気及び燃料を燃焼流内に噴射するように各々が構
成された複数の噴射装置を含み、本方法が更に、（ａ）ある作動モード中に第１段の直ぐ
上流側で生じた予測燃焼流の特性と、（ｂ）第１段及び第２段からの空気及び燃料の噴射
の予測される作用が与えられたときに、第２段の直ぐ上流側の予測燃焼流の特性と、に基
づいて、第１段及び第２段の噴射装置を円周方向に位置付けるステップを含む。
【０００７】
　本出願のこれら及び他の特徴は、図面及び請求項を参照しながら以下の好ましい実施形
態の詳細な説明を精査することによって明らかになるであろう。
【０００８】
　本発明のこれら及び他の特徴は、添付図面を参照しながら、本発明の例示的な実施形態
の以下の詳細な説明を詳細に検討することによって完全に理解され認識されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本出願の特定の実施形態を用いることができる例示的なガスタービンの概略断面
図。
【図２】本発明の実施形態を用いることができる従来の燃焼器の概略断面図。
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【図３】従来設計による、下流側燃料噴射装置の単一段を含む従来の燃焼器の概略断面図
。
【図４】本発明の例示的な実施形態の態様による、燃焼器及びタービンの上流側段の概略
断面図。
【図５】本発明の代替の実施形態による、燃焼器及びタービンの上流側段の概略断面図。
【図６】本発明の代替の実施形態による、燃焼器及びタービンの上流側段の概略断面図。
【図７】本発明の代替の実施形態による、燃焼器及びタービンの上流側段の概略断面図。
【図８】本発明の代替の実施形態による、燃焼器及びタービンの上流側段の概略断面図。
【図９】本発明の代替の実施形態による、燃焼器及びタービンの上流側段の概略断面図。
【図１０】本発明の代替の実施形態による、燃焼器及びタービンの上流側段の概略断面図
。
【図１１】本発明の代替の実施形態による、燃焼器及びタービンの上流側段の概略断面図
。
【図１２】本発明の代替の実施形態による、燃焼器及びタービンの上流側段の概略断面図
。
【図１３】本発明の代替の実施形態による、燃焼器及びタービンの上流側段の概略断面図
。
【図１４】本発明の特定の態様による、後方フレームの斜視図。
【図１５】本発明の特定の態様による、後方フレームの断面図。
【図１６】本発明の特定の態様による、後方フレームの断面図。
【図１７】本発明の特定の態様による、後方フレームの断面図。
【図１８】本発明の特定の態様による、後方フレームの断面図。
【図１９】本発明の特定の態様による、後方フレームの断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の以下の実施例では特定のタイプのタービンエンジンに関して説明する場合があ
るが、本発明は、特に記載のない限り、このような用途に限定されず、他のタイプのター
ビンエンジンにも適用可能であることは当業者には理解されるであろう。更に、本発明を
説明する際に、ガスタービンエンジン内の特定の機械構成要素について言及する際に特定
の専門用語を使用する場合があることは理解されるであろう。可能な限り、一般的な工業
用語が、その受け入れられた意味と同じ意味で使用及び利用される。しかしながら、この
ような用語は狭義に解釈すべきではなく、多くの場合、特定の機械構成要素を言及するの
に異なる用語を用いることもできることは、当業者には理解されるであろう。加えて、単
一の構成要素として本明細書で記載される場合があるものは、別の状況では複数の構成要
素からなるものとして言及される場合があり、或いは、複数の構成要素として本明細書で
記載される場合があるものは、他の場合では単一の構成要素として言及される場合がある
。従って、本発明の範囲を解釈する場合、特定の用語にのみ留意するのではなく、添付の
明細書、関連状況、並びに、特に添付の請求項において提供される構成要素の構造、構成
、機能、及び／又は使用に対しても留意すべきである。
【００１１】
　本明細書では幾つかの記述上の用語を定常的に使用する場合があり、この点についてこ
れらの用語を定義することが有用とすることができる。従って、これらの用語及びその定
義は、別途記載のない限り、以下の通りである。本明細書で使用する場合、「下流側」及
び「上流側」とは、例えば、ガスタービンの圧縮機、燃焼器及びタービンセクションを通
る作動流体、又はエンジンの構成要素システムの１つを通る流れ冷却剤のような流体の流
れに対する方向を示す用語である。用語「下流」とは、流れ方向に相当し、用語「上流」
とは、流体の流れ方向とは逆方向又は逆らう方向を意味する。「前方」及び「後方」とい
う用語は、別途指定のない限り、ガスタービンの向きに対する方向を示し、「前方」はエ
ンジンの前方又は圧縮機端部を指し、「後方」はエンジンの後方又はタービン端部を指し
、この配列が図１に示されている。
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【００１２】
　加えて、中心軸周りのガスタービンエンジンの構成、並びに幾つかの構成要素システム
におけるこの同じタイプの構成の場合、軸線に対する位置を記述する用語が同様に使用さ
れる。この点に関して、用語「半径方向」は軸線に垂直な移動又は位置を意味する点は理
解されるであろう。これに関連して、この「半径方向」は、中心軸線からの相対距離を記
述するために必要とされる場合がある。このような事例では、例えば、第１の構成要素の
方が第２の構成要素よりも中心軸線に近接して位置する場合には、本明細書では、第１の
構成要素は第２の構成要素の「半径方向内向き」又は「内寄り」にあると記述することに
なる。これに対して、第１の構成要素が第２の構成要素よりも軸線から更に遠くに位置す
る場合には、本明細書では、第１の構成要素は第２の構成要素の「半径方向外向き」又は
「外側寄り」にあると記述することができる。加えて、「軸方向」という用語は、軸線に
平行な移動又は位置を意味する。また最後に、「円周方向」という用語は、軸線周りの移
動又は位置を意味する。上述のように、これらの用語は、通常はエンジンの圧縮機及びタ
ービンセクションを通って延びる共通の中心軸線又はシャフトに関連して適用することが
でき、また、他の構成要素又はサブシステムに関連して用いることもできる。例えば、多
くの機械で共通している円筒形の「缶型」燃焼器の場合、これらの相対的意味を与える軸
線は、その名称が付けられた円筒形の「缶」形状又は下流側の移行部品の環状の形状の中
心を通って定められる長手方向の基準軸線とすることができる。
【００１３】
　ここで背景技術として図１を参照すると、本出願の実施形態を用いることができる例示
的なガスタービン１０が提供される。一般に、ガスタービンエンジンは、加圧空気のスト
リームにおいて燃料の燃焼によって発生する高温ガスの加圧流からエネルギーを取り出す
ことにより作動する。図１に示すように、燃焼タービンエンジン１０は、共通シャフト又
はロータにより下流側のタービンセクション又はタービン１３に機械的に結合された軸流
圧縮機１１と、該圧縮機１１とタービン１３との間に位置付けられた燃焼器１２とを含む
。図示のように、圧縮機１１は、複数の段を含み、この各段は、圧縮機ロータブレードの
列と、これに続く圧縮機ステータブレードの列とを含む。タービン１３はまた、複数の段
を含む。タービン段の各々は、タービンバケット又はロータブレードの列と、これに続き
、作動中に固定したままのタービンノズルステータブレードの列とを含む。タービンステ
ータブレードは一般に、互いにから円周方向に間隔を置いて配置され、回転軸の周りに固
定される。ロータブレードは、シャフトに接続されるロータホイール上に装着することが
できる。
【００１４】
　作動中、圧縮機１１内の圧縮機ロータブレードの回転により、空気流が加圧され、これ
が燃焼器１２内に配向される。燃焼器１２内では、加圧空気が燃料と混合されて点火され
て、作動流体の高エネルギー流を生成するようにし、次いで、該作動流体をタービン１３
に通して膨張させることができる。具体的には、燃焼器１２からの作動流体は、タービン
ロータブレードを越えて配向されて回転が誘起されるようにし、次に、ロータホイールが
この回転をシャフトに伝達する。このようにして、作動流体の流れのエネルギーは、回転
するシャフトの機械エネルギーに変換される。次いで、シャフトの機械エネルギーを用い
て、圧縮機ロータブレードの回転を引き起こし、必要な加圧供給空気を生成し、また、例
えば、発電機を駆動して発電を行うようにすることができる。
【００１５】
　図２は、本発明の実施形態を用いることができる従来の燃焼器の断面図である。しかし
ながら、燃焼器２０は、各々が本発明の種々の実施形態を含むのに好適な様々な形態をと
ることができる。通常、燃焼器２０は、ヘッド端部２２に位置付けられた複数の燃料ノズ
ル２１を含む。本発明と共に燃料ノズル２１の種々の従来構成を用いることができること
は、理解されるであろう。ヘッド端部２２内では、空気と燃料が集まって燃焼ゾーン２３
内で燃焼し、該燃焼ゾーンは、周囲のライナ２４により定められる。ライナ２４は通常、
ヘッド端部２２から移行部品２５に延びる。図示のように、ライナ２４は、図示のように
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流れスリーブ２６によって囲まれ、同様に、移行部品２５は、インピンジメントスリーブ
２８によって囲まれる。流れスリーブ２６とライナ２４との間、及び移行部品２５とイン
ピンジメントスリーブ２８との間には、本明細書において「流れアニュラス２７」と呼ば
れるアニュラスが形成されることは理解されるであろう。流れアニュラス２７は、図示の
ように、燃焼器２０の長さのほとんどにわたって延びる。ライナ２４の後で、移行部品２
５は、ライナ２４の円形断面から、タービン１３に向かって下流側に延びたときの環状断
面に流れを変換する。下流側端部において、移行部品２５は、作動流体の流れをタービン
１３の第１段に向けて配向する。
【００１６】
　流れスリーブ２６及びインピンジメントスリーブ２８には通常、インピンジメントアパ
ーチャ（図示せず）が貫通して形成され、これにより圧縮機１２からの加圧空気の衝突流
が、流れスリーブ２６とライナ２４との間及び／又は移行部品２５とインピンジメントス
リーブ２８との間に形成される流れアニュラス２７に流入できるようになる点は理解され
るであろう。インピンジメントアパーチャを通る加圧空気の流れは、ライナ２４及び移行
部品２５の外面を対流冷却する。流れスリーブ２６及びインピンジメントスリーブ２８を
通って燃焼器２０に流入する加圧空気は、流れアニュラス２７を介して燃焼器２０の前方
端部に向けて配向される。次いで、加圧空気は、燃料ノズル２１に流入し、ここで燃焼の
ため燃料と混合される。
【００１７】
　タービン１３は通常、複数の段を有し、その各々が、図１及び４に示すように、２つの
軸方向にスタックされたブレード列、すなわち、ステータブレード１６の列と、これに続
くロータブレード１７の列とを含む。ブレード列の各々は、タービン１３の中心軸線の周
りに円周方向に間隔を置いて配置された多くのブレードを含む。下流側端部において、移
行部品２５は、燃焼生成物の流れをタービン１３に配向する出口及び後方フレーム２９を
含み、タービン１３において該燃焼生成物の流れがロータブレードと相互作用してシャフ
ト周りの回転を誘起する。このようにして、移行部品２５は、燃焼器２０及びタービン１
３を結合する役割を果たす。
【００１８】
　図３は、補助又は下流側燃料／空気噴射を含む燃焼器１２の図を示す。このような補助
又は下流側燃料／空気噴射は、遅延希薄噴射又は軸方向多段噴射と呼ばれることが多いこ
とは理解されるであろう。本明細書で使用される場合、このタイプの噴射は、ヘッド端部
２２に位置付けられる一次燃料ノズル２１に対して燃料／空気噴射が下流側位置にあるこ
とに起因して、「下流側噴射」と呼ばれる。図３の下流側噴射システム３０は、従来設計
と一致しており、単に例証の目的で提供されているに過ぎない点は理解されるであろう。
図示のように、下流側噴射システム３０は、流れスリーブ２６内に定められる燃料通路３
１を含むことができるが、他のタイプの燃料送給も実施可能である。燃料通路３１は、こ
の実施例においてはライナ２４及び流れスリーブ２６の後方端部又はその近傍に位置する
噴射装置３２に延びることができる。噴射装置３２は、ノズル３３と、流れアニュラス２
７にわたって延びる移行管３４とを含むことができる。この構成を前提とすると、各噴射
装置３２は、流れスリーブ２６の外部から得られる加圧供給空気と、ノズル３３を通って
送給される供給燃料とを集めて、この混合気をライナ２４内の燃焼ゾーン２３に噴射する
ことは理解されるであろう。図示のように、複数の燃料噴射装置３２を流れスリーブ２６
／ライナ２４組立体の周りに円周方向に位置付け、燃料／空気混合気が燃焼ゾーン２３の
周りの複数のポイントで導入されるようにすることができる。複数の燃料噴射装置３２は
、同じ軸方向位置に位置付けることができる。すなわち、複数の燃料噴射装置は、燃焼器
１２の中心軸線３７に沿って同じ位置に配置される。本明細書で使用される場合、この構
成を有する噴射装置３２は、図示のように、燃焼器１２の中心軸線３７に垂直な平面であ
る共通の噴射平面上に位置付けられるものとして説明することができる。図３の例示的な
従来設計において、噴射平面３６は、ライナ２４の後方又は下流側端部に位置付けられる
。
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【００１９】
　図４～図１９並びに本出願の発明に移ると、ガスタービンのエミッションレベルは、多
くの動作基準に依存することは理解されるであろう。燃焼ゾーンにおける反応物の温度は
、これらの要因の１つであり、その他ものよりもＮＯｘなどの特定のエミッションレベル
に影響を及ぼすことが分かっている。燃焼ゾーンにおける反応物の温度は、燃焼器の出口
温度と正比例の関係があり、これは高い圧力比に相当し、更に、当該高い圧力比により、
このようなＢｒａｙｔｏｎサイクル型エンジンにおける効率レベルの向上が可能となる。
ＮＯｘのエミッションレベルは、反応物温度と強く直接的な関係があることが分かってい
るので、最新のガスタービンは、先進的燃料ノズル設計及び予混合などの技術的進歩によ
って、燃焼温度を上昇させると同時に、許容可能なＮＯｘエミッションレベルを維持でき
るだけである。このような進歩に続いて、遅延又は下流側噴射を利用して、燃焼温度の更
なる上昇が可能となったが、燃焼ゾーン内のより高温での反応物のより短い滞留時間によ
り、ＮＯｘレベルが減少することが分かった。具体的には、少なくともある程度までは、
滞留時間を用いてＮＯｘエミッションレベルを制御できることが分かっている。
【００２０】
　「遅延希薄噴射」とも呼ばれるこのような下流側噴射は、燃焼器のヘッド端部又は前方
端部内で一次噴射ポイントに送給される主供給空気及び燃料の下流側で供給空気及び燃料
の一部を導入する。噴射装置のこのような下流側位置決めは、燃焼反応物が燃焼器内の火
炎ゾーンの高温内に留まる時間を短縮することは理解されるであろう。具体的には、燃焼
器を通る流体の流れの速度が実質的に一定であることに起因して、下流側噴射によって、
火炎ゾーンから出るまでに反応物が移動しなければならない距離が短縮されることで、こ
れらの反応物が火炎ゾーンの高温にある時間が短くなり、上述のように、エンジンにおけ
るＮＯｘ及びＮＯｘエミッションの形成が低減される。このことにより、先進の燃料／空
気混合又は予混合技術と下流側噴射の反応物滞留時間の短縮とを併用して、燃焼器燃焼温
度の更なる上昇及び重要なことにはより効率的なエンジンを達成すると共に、許容可能な
ＮＯｘエミッションレベルを維持する先進燃焼器設計が可能になった。
【００２１】
　しかしながら、他の考慮事項により、下流側噴射が実施できる手法及び範囲が制限され
る。例えば、下流側噴射は、ＣＯ及びＵＨＣのエミッションレベルの上昇を引き起こす可
能性がある。すなわち、燃焼ゾーンの極端に下流側の位置にて燃料が過剰な量で噴射され
た場合には、燃料の不完全燃焼又はＣＯの不十分なバーンアウトを生じる可能性がある。
従って、遅延噴射の概念に関する基本原理及び特定のエミッションに影響及ぼすためのそ
の使用方法は一般的に公知であるが、燃焼器の高い燃焼温度を可能にするようこの方式を
どのようにして最適化できるかに関して厳しい設計上の障害が残されたままである。従っ
て、滞留時間を効率的且つコスト効果のある方法で更に最適化することができる新規の燃
焼器設計及び技術は、技術的な更なる進歩にとって重要な領域であり、以下で考察するよ
うに本出願の主題である。
【００２２】
　本発明の１つの態様は、下流側噴射に対し統合した２段噴射手法を提案する。以下で考
察するように、各段は、軸方向に間隔を置いて配置され、燃焼器１２の後方の離れた部分
及び／又はタービン１３の上流側領域内で他の段に対して離散的な軸方向位置を有するよ
うにすることができる。ここで図４を参照すると、本発明の態様による、遅延噴射の２つ
の段の各々の配置に関する概略的範囲（斜線付き部分）を示したガスタービンエンジン１
０の断面部得分が例示されている。より具体的には、本発明による下流側噴射システム３
０は、移行ゾーン３９内に噴射の２つの統合軸方向段を含むことができ、該移行ゾーン３
９は、燃焼器１２の移行部品２５内に定められる内部流路の一部、又はタービン１３の第
１段内で下流側に定められる内部流路である。本発明の２つの軸方向段は、本明細書で上
流側又は「第１段４１」と下流側又は「第２段４２」と呼ばれるものを含む。特定の実施
形態によれば、これらの軸方向段の各々は、複数の噴射装置３２を含む。軸方向段の各々
内の噴射装置３２は、移行ゾーン３９又はタービン１３の前方部分内のほぼ同じ軸方向位
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置で円周方向に間隔を置いて配置することができる。このようにして構成された（すなわ
ち、共通の軸方向平面上に円周方向に間隔を置いて配置された）噴射装置３２は、図５～
７に関してより詳細に考察するように、共通の噴射平面３８を有するものとして本明細書
で説明される。好ましい実施形態によれば、第１段４１及び第２段４２の各々における噴
射装置は、各位置において空気と燃料の両方を噴射するよう構成することができる。
【００２３】
　図４は、第１段４１及び第２段４２の各々が好ましい実施形態に従って配置できる軸方
向範囲を示している。好ましい軸方向位置決めを定義するため、図５～７の断面又は輪郭
図を前提として、燃焼器１２及びタービン１３は、燃焼器１２のヘッド端部２２付近の上
流側端部からタービン１３セクションの下流側端部を通って長手方向中心軸線３７の周り
に延びる内部流路として説明することができる点は理解されるであろう。従って、第１段
４１及び第２段４２の各々の位置決めは、内部流路の長手方向軸線３７に沿った各位置に
対して定義することができる。また図４に示すように、長手方向中心軸線３７に垂直に形
成される特定の基準平面は、タービンのこの領域内の軸方向位置に対する別の定義を提供
するものとして定義することができる。これら基準平面の第１は、燃焼器中間平面４８で
あり、燃焼器１２のほぼ軸方向中間点、すなわちヘッド端部２２の燃料ノズル２１と燃焼
器１２の下流側端部との間のほぼ中間に位置する、中心軸線３７に対して垂直な平面であ
る。燃焼器中間平面４８は通常、ライナ２４／流れスリーブ２６組立体が移行部品２５／
インピンジメントスリーブ２８組立体に移行する位置付近にあることは理解されるであろ
う。例示の第２の基準平面は、燃焼器１２の後方端部に定義され、本明細書で燃焼器端部
平面４９と呼ばれる。燃焼器端部平面４９は、後方フレーム２９の離れた下流側端部を示
す。
【００２４】
　好ましい実施形態によれば、図４に示すように、本発明の下流側噴射システム３０は、
２つの軸方向噴射段、すなわち、燃焼器中間平面の後方に位置する第１段４１及び第２段
４２を含むことができる。より具体的には、第１段４１は、移行ゾーン３９の後方半部分
に位置付けることができ、第２段４２は、第１段４１と、タービン１３におけるステータ
ブレード１６の第１の列との間に位置付けることができる。より好ましくは、第１段４１
は、燃焼器１２の後方部分内の極めて後半に位置付けられ、第２段４２は、燃焼器１２の
端部平面４９付近又は下流側に位置付けることができる。特定の事例では、第１段４１及
び第２段４２は、共通の空気／燃料導管を利用できるように互いに近接して位置付けるこ
とができる。
【００２５】
　次に図５～図１０に移ると、２段化システムに関する本発明の別の態様を例示した幾つ
かの好ましい実施形態が提供される。これらの図の各々は、例示的な燃焼器１２及びター
ビン１３を通る内部流路の断面図を含む。当業者には理解されるように、本明細書では一
次空気及び燃料噴射システムとも呼ばれるヘッド端部２２及び燃料ノズル２１は、本発明
の作動はどのような特定の構成にも依存しないので、複数の構成のうちのあらゆるものを
含むことができる。特定の実施形態によれば、ヘッド端部２２及び燃料ノズル２１は、引
用により全体が本明細書に組み込まれる米国特許第８，０１９，５２３号に記載され定義
されるように、遅延希薄又は下流側噴射システムと適合するように構成することができる
。ヘッド端部２２の下流側では、ライナ２４は、燃焼ゾーン２３を定めることができ、該
燃焼ゾーン内ではヘッド端部２２に送給される一次供給空気及び燃料のほとんどが燃焼さ
れる。次に、移行部品２５がライナ２４から下流側に延びて移行ゾーン３９を定めること
ができ、移行部品２５の下流側端部にて、後方フレーム２９が、タービン１３のステータ
ブレード１６の最初の列に向けて燃焼生成物を配向することができる。
【００２６】
　これら噴射の第１段及び第２段の各々は、複数の円周方向に間隔を置いて配置された噴
射装置３２を含むことができる。軸方向段の各々内の噴射装置３２は、内部流路の長手方
向軸線３７に対して垂直な基準平面である共通噴射平面３８上に位置付けることができる
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。噴射装置３２は、分かりやすくするために図５～７においては簡易形態で表され、ター
ビン１３内の燃焼器１２の下流側又は後方端部すなわち第１段への空気及び燃料の噴射を
行うあらゆる従来設計を含むことができる。第１段４１及び第２段４２の何れの噴射装置
３２もが、図３の噴射装置３２、並びに米国特許第８，０１９，５２３号及び第７，６０
３，８６３号（この両方が引用により本明細書に組み込まれる）において記載又は引用さ
れたものの何れか、図１４～１９に関して以下で説明されるものの何れか、並びに他の従
来の燃焼器燃料／空気噴射装置を含むことができる。組み込まれた引用において定められ
るように、本発明の燃料／空気噴射装置３２はまた、例えば、米国特許第７，６０３，８
６３号で記載されるようなあらゆる従来の手段及び装置による、ステータブレード１６の
列内に統合されたものを含むことができる。移行ゾーン３９内の噴射装置３２では、各々
は、移行部品２５及び／又はインピンジメントスリーブ２８によって構造的に支持するこ
とができ、場合によっては、移行ゾーン３９内に延びることができる。噴射装置３２は、
移行ゾーン３９を通る主要流れ方向に対しほぼ横断する方向で空気及び燃料を移行ゾーン
３９内に噴射するよう構成することができる。特定の実施形態によれば、下流側噴射シス
テム３０の各軸方向段は、規則的間隔で、又は他の場合には不均等な間隔で円周方向に間
隔を置いて配置される複数の噴射装置３２を含むことができる。一例として、好ましい実
施形態によれば、軸方向段の各々において３～１０個の噴射装置３２を利用することがで
きる。他の好ましい実施形態において、第１段は、３～６個の噴射装置を含むことができ
、第２段（及び存在する場合には第３段）は各々、５～１０個の噴射装置を含むことがで
きる。これらの円周方向配置に関して、２つの軸方向段４１、４２間の噴射装置３２は、
互いに対して一列に並んで、又は互い違いに配置することができ、以下で考察するように
、他の噴射装置に対して補完するように配置することもできる。好ましい実施形態におい
て、第１段４１の噴射装置３２は、第２段４２の噴射装置３２に比べて主流をより多く貫
通するように構成することができる。好ましい実施形態において、これは、第２段４２が
、第１段４１に比べて流路の円周方向の周りにより多くの噴射装置３２が位置付けられる
結果をもたらすことができる。第１段、第２段、及び第３段（存在する場合）の噴射装置
は各々、作動時に、内部流路を通る流れの主方向に対し垂直な基準線に対して＋３０°～
－３０°の間の方向で空気及び燃料を噴射するよう構成することができる。
【００２７】
　下流側噴射システム３０の第１段４１及び第２段４２の軸方向位置付けに関して、図５
及び６の好ましい実施形態において、第１段４１は、燃焼器中間平面４８の直ぐ上流側又
は下流側に位置付けることができ、第２段４２は、燃焼器１２の端部平面４９付近に位置
付けることができる。特定の実施形態において、第１段４１の噴射平面３８は、燃焼器中
間平面４８と端部平面４９の間のほぼ中間で移行ゾーン３９内に配置することができる。
図５に示すように、第２段４２は、燃焼器１２の下流側端部又は端部平面４９の直ぐ上流
側に位置付けることができる。換言すると、第２段４２の噴射平面３８は、後方フレーム
２９の上流側端部の直ぐ上流側で生じることができる。第１段４１及び第２段４２の下流
側位置は、そこから噴射される反応物が燃焼器内に存在する時間を短縮することは理解さ
れるであろう。すなわち、燃焼器１２を通る流れの比較的一定の速度が与えられると、滞
留時間の短縮は、燃焼器又は火炎ゾーンの下流側終端に達するまでに反応物が移動しなけ
ればならない距離に直接関係する。従って、以下でより詳細に考察するように、第１段４
１における距離５１（図６に示す）は、ヘッド端部２２において反応物が放出される時間
の僅かな部分である噴射された反応物の滞留時間をもたらす。同様に、第２段４２におけ
る距離５２は、第１段４１において反応物が放出される時間の僅かな部分である噴射され
た反応物の滞留時間をもたらす。上述のように、この滞留時間の短縮は、ＮＯｘエミッシ
ョンレベルを低減する。以下でより詳細に考察するように、特定の実施形態において、一
次燃料及び空気噴射システム及び互いに対する噴射段の正確な配置は、軸方向位置及び燃
焼器を通る計算流量が与えられたときの予想される滞留時間に依存することができる。
【００２８】
　別の例示的な実施形態において、図７に示すように、第１段４１の噴射平面３８は、移
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行部品２５の後方４半分に位置付けることができ、図示のように、燃焼器１２において図
５の第１段４１よりも僅かに下流側にある。この場合、第２段４２の噴射平面３８は、燃
焼器１２の後方フレーム２９に、又は端部平面４９に極めて近接して位置付けることがで
きる。このような場合、好ましい実施形態によれば、第２段４２の噴射装置３２は、後方
フレーム２９の構造に統合することができる。
【００２９】
　別の例示的な実施形態において、図８に示すように、第１段４１の噴射平面３８は、燃
焼器１２の後方フレーム２９又は端部平面４９の僅かに上流側に位置付けることができる
。第２段４２は、タービン１３内のステータブレード１６の第１列の軸方向位置又はその
近傍に位置付けることができる。好ましい実施形態において、第２段４２の噴射装置３２
は、上述のように、ステータブレード１６のこの列に統合することができる。
【００３０】
　本発明はまた、ヘッド端部２２の一次空気及び燃料噴射システムと、下流側噴射システ
ムの第１段４１及び第２段４２との間で空気及び燃料を分配する制御構成を含む。相対的
に、好ましい実施形態によれば、第１段４１は、第２段４２よりも多くの燃料を噴射する
よう構成することができる。特定の実施形態において、第２段４２にて噴射される燃料は
、第１段４１にて噴射される燃料の５０％未満である。他の実施形態では、第２段４２に
て噴射される燃料は、第１段４１にて噴射される燃料の約１０％～５０％の間である。第
１段４１及び第２段４２の各々は、分析及び試験によって決定できる、噴射燃料を所与と
したほぼ最少量の空気を噴射して、十分なＣＯバーンアウトを可能にしながら燃焼器出口
温度に対するＮＯｘをほぼ最少にするよう構成することができる。他の好ましい実施形態
は、ヘッド端部２２の一次空気及び燃料噴射システムと下流側噴射システムの第１段４１
及び第２段４２の間のより特定レベルの空気及び燃料の分配を含む。例えば、１つの好ま
しい実施形態において、燃料の分配は、一次空気及び燃料噴射システムに対する燃料の５
０％～８０％の間、第１段４１に対する２０％～４０％の間、及び第２段４２に対する２
％～１０％の間を含む。このような場合、空気の分配は、一次空気及び燃料噴射システム
に対する空気の６０％～８５％の間、第１段４１に対する１５％～３５％の間、及び第２
段４２に対する１％～５％の間を含むことができる。別の好ましい実施形態において、こ
のような空気及び燃料分割は、更に正確に定めることができる。この場合、一次空気及び
燃料噴射システム、第１段４１及び第２段４２間の空気及び燃料分割は、それぞれ、燃料
が７０／２５／５％、空気が８０／１８／２％である。
【００３１】
　２つの噴射段の種々の噴射装置は、所望の動作並びに好ましい空気及び燃料分割が達成
されるように制御及び構成することができる。これらの方法のうちの一部は、引用により
全体が本明細書に組み込まれる、米国特許出願２０１０／０１７０２１９の態様を含むこ
とは理解されるであろう。図９において概略的に示されるように、第１段４１及び第２段
４２の各々への空気及び燃料供給は、共通の制御バルブ５５を介して制御することができ
る。すなわち、特定の実施形態において、空気及び燃料供給は、共通バルブ５５を備えた
単一のシステムとして構成することができ、２つの段間の所望の空気及び燃料分割は、２
つの段の別個の供給通路又は噴射装置３２内でのオリフィスサイズ決定により受動的に決
定することができる。図１０に示すように、各段４１、４２の空気及び燃料供給は、各段
４１、４２の送給を制御する別個のバルブ５５を用いて独立して制御することができる。
本明細書で挙げられるあらゆる制御バルブは、コントローラに電気的に接続され、従来の
システムによるコントローラを介して操作される設定を有することができることは理解さ
れるであろう。
【００３２】
　第１段４１における噴射装置３２の数及び各噴射装置の円周方向位置は、噴射される空
気及び燃料が主燃焼器流を貫通して混合及び燃焼を改善するように選択することができる
。噴射装置３２は、噴射の下流側位置が所与であるときの短い滞留時間の間に空気及び燃
料が十分に混合及び反応するように、主流への貫通が十分であるように調整することがで
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きる。第２段４２の噴射装置３２の数は、第１段４１の噴射から生じる流れ及び温度プロ
ファイルを補完するように選ぶことができる。更に、第２段は、第１段噴射に必要な作動
流体の流れにおけるジェット貫通よりも少ない貫通を有するように構成することができる
。結果として、第１段に比べて、より多くの噴射ポイントが第２段用の流路の周辺付近に
配置される場合がある。加えて、第１段噴射装置３２の数及びタイプ、並びに各噴射装置
３２において噴射される空気及び燃料の量は、温度が低く及び／又はＣＯ濃度が高い位置
に可燃性反応物を配置して、燃焼及びＣＯバーンアウトを改善するように選ぶことができ
る。好ましくは、第１段４１の軸方向位置は、第１段４１から出るＣＯ／ＵＨＣの反応を
促進させる第２段４２の能力を達成するために、可能な限り後方に離れてあるべきである
。第２段４２の噴射の滞留時間が極めて短時間であるので、上記で定められるように、燃
料の比較的小部分が噴射されることになる。第２段４２の空気の量もまた、計算及び試験
データに基づいて最少にすることができる。
【００３３】
　特定の好ましい実施形態において、第１段４１及び第２段４２は、第１段４１から噴射
された空気及び燃料が、第２段４２から噴射された空気及び燃料よりも多く内部流路を通
って燃焼流を貫通するように構成することができる。このような場合、上述のように、第
２段４２は、あまり強力でない噴射ストリームを生成するよう構成された噴射装置３２を
より多く（第１段４１と比べて）利用することができる。この方式を用いると、第１段４
１の噴射装置３２は、主として、これらが噴射した空気及び燃料を燃焼流と内部流路の中
間領域にて混合することを目的として構成することができ、他方、第２段４２の噴射装置
３２は、噴射した空気及び燃料を燃焼流と内部流路の周辺領域において混合することを目
的として構成することができる点は理解されるであろう。
【００３４】
　本発明の態様によれば、下流側噴射の２つの段は、機能、反応物の混合、及び内部流路
を通る燃焼特性を改善すると同時に、作動中に燃焼器１２に送給される加圧供給空気の使
用に関する効率を改善するために統合することができる。すなわち、下流側噴射に関連す
る性能上の利点を得るために噴射空気を少なくする必要がある場合があり、これにより、
燃焼器１３の後方部分に供給される空気の量並びにこの空気が提供する冷却作用が向上す
る。これを達成するために、好ましい実施形態において、第１段４１の噴射装置３２の円
周方向配置は、第１段４１の下流側の燃焼流における反応物の混合及び温度の均一性を高
めるように、一次空気及び燃料噴射システムからの予想される燃焼流に基づき噴射される
空気及び燃料が内部流路の所定領域を貫通する構成を含む。加えて、第２段４２の噴射装
置３２の円周方向配置は、第１段４１の下流側の予想される燃焼流の特性が所与であると
きの第１段４１の噴射装置３２の円周方向配置を補完するものとすることができる。複数
の異なる燃焼流特性は、エミッションレベルに有利とすることができる燃焼器を通じた燃
焼を改善する上で重要であることは理解されるであろう。これらには、例えば、燃焼流内
の反応物分布、温度プロファイル、ＣＯ分布、及びＵＨＣ分布が含まれる。このような特
性は、内部流路内の軸方向位置又は範囲での燃焼流内の何れかの流れ特性の断面分布とし
て定義することができ、また、特定のコンピュータ作動モデルを用いてこのような特性を
予測することができ、又は実際のエンジン作動の実験又は試験によって決定することがで
き、或いはこれらの組み合わせである点は理解されるであろう。通常、燃焼流が完全に混
合されて均一であるときに改善される性能、及び本発明の統合した２段手法を用いてこれ
を達成することができる。従って、第１段４１及び第２段４２の噴射装置３２の円周方向
配置は、第１段４１及び第２段４２の噴射装置３２の円周方向配置からの空気及び燃料の
噴射の予想される効果が所与であるときに、（ａ）作動中の第１段４１の直ぐ上流側の予
想燃焼流の特性、（ｂ）第２段４２の直ぐ下流側の予想燃焼流の特性に基づくことができ
る。上述のように、この場合の特性は、反応物分布、温度プロファイル、ＮＯｘ分布、Ｃ
Ｏ分布、ＵＨＣ分布、又はこれらの何れかをモデル化するのに用いることができる他の関
連特性とすることができる。これとは別に、本発明の別の態様によれば、第１段４１の噴
射装置３２の円周方向配置は、作動中の第１段４１の直ぐ上流側の予想燃焼流の特性に基
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づくことができ、該特性は、一次空気及び燃料噴射システム３０の構成に基づくことがで
きる。第２段４２の噴射装置３２の円周方向配置は、第２段４２の直ぐ上流側の予想燃焼
流の特性に基づくことができ、該特性は、第１段４１の噴射装置３２の円周方向配置に基
づくことができる。
【００３５】
　本発明の統合された２段下流側噴射システム３０は、幾つかの利点を有することは理解
されるであろう。第１に、統合システムは、第１段及び第２段を物理的に結合することに
よって滞留時間を短縮し、これにより第１段４１を更に下流側に移動させることが可能に
なる。第２に、統合システムは、第１段の下流側で結果として生じる流れの望ましくない
特性に対処するよう第２段を調整できるので、第１段におけるより良好で小さな噴射ポイ
ントを使用することができる。第３に、第２段を含めることにより、必要な貫通を得るた
めに「キャリア」空気の少ない使用を必要とする単一段システムと比べて主流への貫通を
少なくするよう各段を構成できることが可能となる。これは、少ない空気が流れアニュラ
ス内の冷却流から吸い上げられ、主燃焼器の構造を低い温度で作動させることができるこ
とを意味する。第４に、滞留時間の短縮により、ＮＯｘエミッションを増大させることな
く、より高い燃焼器温度が可能になる。第５に、単一の「二重マニホルド」構成を用いて
、統合した２段噴射システムの構造を簡素化し、これら様々な利点をコスト効率良く達成
する。
【００３６】
　ここで本発明の追加の実施形態に移ると、噴射段の位置付けは、滞留時間に基づくこと
ができる点は理解されるであろう。上述のように、下流側噴射段の位置付けは、限定では
ないが、一酸化炭素（ＣＯ）エミッションを含む、複数の燃焼性能パラメータに影響を及
ぼす可能性がある。一次段に近すぎる下流側段の位置付けは、下流側段に燃料供給されて
いないときに過剰な一酸化炭素エミッションを生じさせる可能性がある。よって、一次ゾ
ーンからの流れは、噴射の第１の下流側段の前に一酸化炭素と反応し消費する時間を有す
ることができる。この所要時間は、流れの「滞留時間」、すなわち換言すると、燃焼材料
の流れが軸方向に間隔を置いて配置された噴射段間の距離を移動するのに要する時間であ
る点は理解されるであろう。２つの段間の滞留時間は、位置間の総堆積と、ガスタービン
エンジンの作動モードを所与として計算できる体積流量とに基づくあらゆる２つの位置間
のバルクベースで計算することができる。従って、あらゆる２つの位置間の滞留時間は、
体積÷体積流量として計算することができ、ここで体積流量は質量流量／密度である。別
の表現をすると、体積流量は、質量流量×ガス温度×適用気体定数÷ガスの圧力として計
算することができる。
【００３７】
　従って、一酸化炭素のエミッションレベルを含む、エミッションレベルに対する懸念を
考慮すると、第１の下流側噴射段は、燃焼器端部において一次燃料及び空気噴射システム
から６ミリ秒（ｍｓ）未満のより近くにあるべきではないことが明らかになった。すなわ
ち、この滞留時間は、エンジンの特定の作動モード中に、一次空気及び燃料噴射システム
にて定められた第１の位置から、下流側噴射システムの第１段にて定められた第２の位置
まで内部流路に沿って燃焼流が移動するのに要する時間期間である。この場合、第１段は
、少なくとも６ｍｓの第１の滞留時間と同じである一次空気及び燃料噴射システムの後方
距離に位置付けるべきである。加えて、ＮＯｘエミッションの観点から遅延下流側噴射は
有利な影響を有し、第２の下流側噴射段は、燃焼器出口又は燃焼器端部平面から２ｍｓ以
内に位置すべきであることが明らかになった。すなわち、この滞留時間は、エンジンの特
定の作動モード中に、第２段にて定められた第１の位置から、燃焼器の端部平面にて定め
られた第２の位置まで内部流路に沿って燃焼流が移動するのに要する時間期間である。こ
の場合、第２段は、２ｍｓ未満のこの滞留時間と同じである燃焼器の端部平面の前方の距
離に位置付けるべきである。
【００３８】
　図１１～１４は、３つの噴射段を備えたシステムを示している。図１１は、３つの段の
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各々が位置付けることができる軸方向範囲を示している。好ましい実施形態によれば、図
１１に示すように、本発明の下流側噴射システム３０は、噴射の３つの軸方向段、すなわ
ち、第１段４１、第２段４２、及び第３段４３を含むことができ、これらは、燃焼器中間
平面の後方に位置付けられる。より具体的には、第１段４１は、移行ゾーン３９に位置付
けることができ、第２段４２は、燃焼器端部平面４９付近に位置付けることができ、第３
段は、燃焼器端部平面４９又はその後方に位置付けることができる。図１２及び１４は、
これら３つの噴射段の各々をそれぞれの範囲内に配置できる特定の好ましい実施形態を示
す。図１２に示すように、第１段及び第２段は、移行ゾーン内に配置することができ、第
３段は、燃焼器端部平面付近に位置付けることができる。図１３に示すように、第１段は
、移行ゾーン内に配置することができ、第２及び第３の段は、それぞれ、後方フレーム及
びステータブレードの第１の列にて配置される。特定の実施形態において、上記で考察し
たように、第２段は、後方フレームに統合することができ、他方、第３段は、ステータブ
レードに統合される。
【００３９】
　本発明は更に、３つの噴射段を含む下流側噴射システム内の燃料及び空気噴射の量及び
流量について記載する。１つの実施形態において、第１段、第２段、及び第３段は、第２
段にて噴射される燃料を第１段にて噴射される燃料の５０％未満に制限し、第３段にて噴
射される燃料を第１段にて噴射される燃料の５０％未満に制限する構成を含む。別の好ま
しい実施形態において、第１段、第２段、及び第３段は、第２段にて噴射される燃料を第
１段にて噴射される燃料の１０％～５０％に制限し、第３段にて噴射される燃料を第１段
にて噴射される燃料の１０％～５０％に制限する構成を含む。別の好ましい実施形態にお
いて、一次空気及び燃料噴射システム並びに下流側噴射システムの第１段、第２段、及び
第３段は、総供給燃料のうちの以下の割合、すなわち、一次空気及び燃料噴射システムに
送給される５０％～８０％、第１段に送給される２０％～４０％、第２段に送給される２
％～１０％、及び第３段に送給される２％～１０％が作動中に各々に送給されるように構
成することができる。更に別の好ましい実施形態において、一次空気及び燃料噴射システ
ム並びに下流側噴射システムの第１段、第２段、及び第３段は、総燃焼器供給空気のうち
の以下の割合、すなわち、一次空気及び燃料噴射システムに送給される６０％～８５％、
第１段に送給される１５％～３５％、第２段に送給される１％～５％、及び第３段に送給
される０％～５％を作動中に各々に送給できるように構成される。別の好ましい実施形態
において、一次空気及び燃料噴射システム並びに下流側噴射システムの第１段、第２段、
及び第３段は、総供給燃料のうちの以下の割合、すなわち、一次空気及び燃料噴射システ
ムに送給される約６５％、第１段に送給される約２５％、第２段に送給される約５％、及
び第３段に送給される約５％が作動中に各々に送給されるように構成することができる。
この場合、一次空気及び燃料噴射システム並びに下流側噴射システムの第１段、第２段、
及び第３段は、総供給空気のうちの以下の割合、すなわち、一次空気及び燃料噴射システ
ムに送給される約７８％、第１段に送給される約１８％、第２段に送給される約２％、及
び第３段に送給される約２％が作動中に各々に送給されるように構成することができる。
【００４０】
　図１４～１９は、燃料噴射装置を後方フレームに組み込むことができる方法を含む、本
発明の別の態様の実施形態を示している。上述のように、後方フレーム２９は、燃焼器１
２の下流側端部とタービン１３の上流側端部との間の接合部を提供するフレーム部材を含
む。
【００４１】
　図１４に示すように、後方フレーム２９は、内部流路を囲む又は包囲する堅固な構造部
材を形成する。後方フレーム２９は、内部流路の外寄り境界を定める内側表面又は壁部６
５を含む。後方フレーム２９は、該後方フレームが燃焼器及びタービンに接続される構造
要素を含む外側表面６６を含む。複数の出口ポート７４を後方フレーム２９の内側壁部を
通って形成することができる。出口ポート７４は、燃料プレナム７１を内部流路６７に接
続するよう構成することができる。後方フレーム２９は、６～２０の出口ポートを含むこ
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とができるが、より多く又はより少ない出口ポートを設けることもできる。出口ポート７
４は、後方フレームの内側壁部６５の周りに円周方向に間隔を置いて配置することができ
る。図示のように、後方フレーム２９は、環状の断面形状を含むことができる。
【００４２】
　図１５～１９に示すように、本発明による後方フレーム２９は、内部に形成される円周
方向に延びた燃料プレナム７１を含むことができる。図１５に示すように、燃料プレナム
７１は、後方フレーム２９の外側壁部６６を通って形成され且つ燃料プレナム７１に燃料
が供給される燃料入口ポート７２を有することができる。従って、燃料入口ポート７２は
、燃料プレナム７１を燃料供給部７７に接続することができる。燃料プレナム７１は、内
部流路６７を囲むか又は完全に包囲するよう構成することができる。図示のように、燃料
が燃料プレナム７１に到達すると、燃料は、出口ポート７４を通って内部流路６７に噴射
することができる。図１６に示すように、特定の場合には、空気は、燃料プレナム７１に
送給される前に、予混合器８４内で燃料と予混合することができる。或いは、空気及び燃
料は、燃料プレナム７１内で集められて混合することができ、この一例が図１７に示され
る。この場合、空気入口ポート７３は、後方フレーム２９の外側壁部６６に形成すること
ができ、燃料プレナム７１と流体連通することができる。空気入口ポート７３は、後方フ
レーム２９の周りに円周方向に間隔を置いて配置され、この領域において燃焼器を囲む圧
縮機吐出により送給することができる。
【００４３】
　また、図１７に図示されるように、出口ポート７４は傾斜を付けることができる。この
角度は、内部流路６７を通る燃焼流に垂直な基準方向に対するものとすることができる。
特定の実施形態において、図示のように、出口ポートの傾斜は、燃焼流の下流側方向に向
けて０°～４５°とすることができる。加えて、出口ポート７４は、図１７に示すように
、後方フレーム２９の内側壁部６５の表面に対して同一平面に構成することができる。或
いは、出口ポート７４は、図１９に示すように、各出口ポートが内側壁部６５から内部流
路６７内に突出するように構成することができる。
【００４４】
　図１８及び１９は、幾つかの管体８１が燃料プレナム７１を横断するよう構成された代
替の実施形態を示す。管体８１の各々は、第１の端部が空気入口ポート７３の１つに接続
され、且つ第２の端部が出口ポート７４の１つに接続されるように構成することができる
。特定の実施形態において、図１８に示すように、後方フレームの内側表面６５上に形成
される出口ポート７４は、（ａ）管体８１の１つに接続されるよう構成された空気出口ポ
ート７６と、（ｂ）燃料プレナム７１に接続されるよう構成された燃料出口ポート７５と
を含む。出口ポートの各々は、互いに近接して内側壁部６５上に位置付けられ、内部流路
６７内に噴射されたときに空気及び燃料の混合を促進することができる。好ましい実施形
態において、図１８に示すように、空気出口ポート７６は、円形形状を有するように構成
され、燃料出口ポート７５は、空気出口ポート７６の円形形状の周りに形成されたリング
形状を有するように構成される。この構成は更に、内部流路６７内に送給されたときに燃
料及び空気の混合を促進することになる。特定の実施形態において、管体８１は、管体８
１を通って移動する流体と燃料プレナム７１を通って移動する流体とが内部流路６７に噴
射されるまでは、これら２つの流体が混合するのを阻止する固体構造を有する点は理解さ
れるであろう。或いは、図１９に示すように、管体８１は、空気及び燃料が内部流路６７
に噴射される前に予混合することができる開口８２を含むことができる。このような場合
、予混合が強化されるように開口８２の下流側に、乱流及び混合を促進する構造体（例え
ば、タービュレータ８３）を含めることができる。
【００４５】
　当業者であれば理解されるように、幾つかの例示的な実施形態に関して上述された多く
の様々な特徴及び構成は、本発明の他の実施可能な実施形態を形成するよう更に選択的に
適用することができる。簡潔にするため、及び当業者の能力を考慮して、各々の可能な繰
り返しは本明細書で詳細には述べていないが、添付の複数の請求項によって包含される全
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ての組み合わせ及び可能な実施形態は、本出願の一部をなすものとする。加えて、本発明
の複数の例示的な実施形態の上記の説明から、当業者であれば改善、変更、及び修正が理
解されるであろう。当該技術分野の範囲内にあるこのような改善、変更、及び修正はまた
、添付の請求項によって保護されるものとする。更に、上記のことは、本出願の好ましい
実施形態にのみに関連しているが、添付の請求項及びその均等物によって定められる本出
願の精神及び範囲から逸脱することなく、当業者によって多くの変更及び修正を本明細書
において行うことができる点を理解されたい。
【符号の説明】
【００４６】
２９　後方フレーム
６５　内側表面又は内側壁部
６６　外側表面
６７　内部流路
７３　空気入口ポート
７４　出口ポート
８２　開口
８３　タービュレータ

【図１】
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